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１　下水道使用料収入状況
(左欄単位 ： 件，右欄単位 ： 円（税込））

　　　　区分

 調定月 件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額

令和3年4月 119,556 610,018,692 119,350 609,189,075 206 829,617 99.86

　　　　5月 124,611 657,290,037 124,388 656,487,814 223 802,223 99.88

6月 119,978 656,380,709 119,794 655,887,187 184 493,522 99.92

7月 124,632 683,035,796 124,399 682,212,775 233 823,021 99.88

8月 120,334 637,387,829 120,122 636,775,404 212 612,425 99.90

9月 124,842 702,162,436 124,554 700,775,970 288 1,386,466 99.80

10月 120,368 656,470,116 120,091 655,689,105 277 781,011 99.88

11月 125,038 676,189,771 124,699 675,037,342 339 1,152,429 99.83

12月 120,557 637,372,394 120,119 635,988,807 438 1,383,587 99.78

令和4年 1月 124,994 672,712,522 121,407 656,773,352 3,587 15,939,170 97.63

2月 120,708 665,780,889 115,424 640,423,825 5,284 25,357,064 96.19

3月 125,293 696,995,521 105,636 598,074,956 19,657 98,920,565 85.81

令和3年度計 1,470,911 7,951,796,712 1,439,983 7,803,315,612 30,928 148,481,100 98.13

令和2年度計 1,455,478 7,978,730,447 1,426,679 7,840,987,122 28,799 137,743,325 98.27

令和元年度計 1,440,677 7,974,546,659 1,408,015 7,820,246,687 32,662 154,299,972 98.07

平成30年度計 1,418,661 8,063,937,140 1,386,525 7,889,053,874 32,136 174,883,266 97.83

平成29年度計 1,388,362 7,982,154,742 1,357,424 7,828,363,458 30,938 153,791,284 98.07

調　　定　　額 収　　入　　額 未　　収　　額
収納率
(％）
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２　下水道使用料の変遷

　全面的見直しを行い，昭和５１年から現行料金体系でもある累進制に移行した。

　使用料金表

　　平成８年３月下水道条例一部改正　平成８年７月１日施行

 　　※ 令和元年１０月１日施行：消費税改定に伴う料金改定（消費税１０％）

【税込み】

一

般

用

湯

屋

用

※ 料金計算例（2か月当たり44m
3
使用した場合）

　　　　下水道使用料＝｛　2,420円　　＋　(20 m3×148.5円)　＋　(4 m3×176.0円)　｝

　下水道使用料改定の推移

（１か月につき）【税抜】

基本料金 500円 600円 900円 1,100円

20 まで 50円 65円 105円 135円

一 50 まで 60円 75円 120円 160円

般 超過料金 100 まで 70円 85円 135円 180円

用 （１m
3
につき） 500 まで 85円 100円 150円 200円

1,000 まで 100円 115円 165円 220円

115円 130円 175円 240円

湯 基本料金 2，500円 3，000円 3，500円 4,000円

屋 超過料金

用 （1m
3
につき）

昭和59年
6月1日

昭和63年
4月1日

平成4年
10月1日

平成8年
7月1日

30円 40円

施　　　　行　　　　日

　 500  を超え

 1,000  を超えるもの

   100  まで

   100  を超えるもの 20円 25円

平成8年
3月改正

　　10  まで

　　10  を超え

　　20  を超え

　　50  を超え

　 100  を超え

　　　　　 　  　　 ＝　6,094円

種 別 区　 分 汚     水     量
昭和59年
3月改正

昭和62年
12月改正

平成4年
6月改正

  101 m
3
 以上 1 m

3
につき  44.0円   201 m

3
 以上 1 m

3
につき  44.0円

　　　   　　  （基本料金0 m
3
～20 m

3)
　　 　(21 m

3
～40 m

3
)　　    (41 m

3
～44 m

3
)

　　  　　　　    基本料金　　　　　    超過料金　　　　　　      超過料金

1,001 m
3
 以上 1m

3
につき  264.0円 2,001 m

3
 以上 1m

3
につき  264.0円

    0 m
3  

～  100 m
3 基本料金   4,400円     0 m

3
  ～ 200 m

3 基本料金　 8,800円

  101 m
3　

～  500 m
3

1m
3
につき  220.0円   201 m

3　
～1,000 m

3
1m

3
につき  220.0円

  501 m
3　

～1,000 m
3

1m
3
につき  242.0円 1,001 m

3　
～2,000 m

3
1m

3
につき  242.0円

   21 m
3　

～   50 m
3

1m
3
につき  176.0円    41 m

3　
～  100 m

3
1m

3
につき  176.0円

   51 m
3　

～  100 m
3

1m
3
につき  198.0円   101 m

3　
～  200 m

3
1m

3
につき  198.0円

    0 m
3　

～　 10 m
3 基本料金   1,210円     0 m

3　
～　 20 m

3 基本料金   2,420円

   11 m
3　

～   20 m
3

1m
3
につき  148.5円    21 m

3　
～   40 m

3
1m

3
につき  148.5円

種　別
１か月につき      ２か月につき

汚  水  量 金   額 汚  水  量 金   額

　　本市の下水道使用料（公共下水道分）は，昭和４０年の供用開始に伴い，当初従量制体系により料金徴収を

　スタートしたが，その後維持管理費に対する使用料収入に大幅な不均衡が生じたため，使用料体系そのものの

　　昭和５９年の料金改定時に，初めて資本費（起債元利償還金）の一部導入が図られ，適正な料金設定に対応

　すべく，使用料の見直しを実施している。

　　なお，平成２２年４月から，平成１８年度に合併した上河内・河内地域の使用料を宇都宮市の使用料に統一

　した（※平成２３年３月までは改定額の半分相当を据置き）。
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※２０ 使用した際の１か月当たりの税込み使用料    (令和４年３月３１日現在）

　（処理区域内の一般家庭で水道水を使用した場合で算出）

類似都市

順位 市町名 使用料(円) 順位 都市名 使用料(円)

1 矢板市 3,300 1 長野市 3,534

2 市貝町 3,080 2 四日市市 3,520

3 足利市 3,040 3 いわき市 3,500

4 茂木町 2,970 4 松山市 3,385

5 益子町 2,860 5 長崎市 3,300

6 芳賀町 2,828 6 旭川市 3,264

7 那珂川町 2,820 7 和歌山市 3,139

8 那須烏山市 2,805 8 秋田市 3,113

9 壬生町 2,772 9 久留米市 3,091

10 真岡市 2,750 10 富山市 3,080

10 那須塩原市 2,750 11 郡山市 3,066

10 大田原市 2,750 12 倉敷市 2,967

13 宇都宮市 2,695 13 高知市 2,948

2,681 14 大津市 2,931

14 栃木市 2,679 15 福山市 2,926

15 鹿沼市 2,640 16 春日井市 2,915

16 さくら市 2,530 17 大分市 2,791

16 下野市 2,530 18 岐阜市 2,739

16 野木町 2,530 19 宇都宮市 2,695

16 那須町 2,530 20 金沢市 2,651

20 日光市 2,475 21 姫路市 2,629

21 高根沢町 2,310 22 枚方市 2,618

22 小山市 2,299 23 越谷市 2,574

23 佐野市 2,200 24 高松市 2,506

23 上三川町 2,200 2,496

25 横須賀市 2,443

26 宮崎市 2,431

27 柏市 2,357

28 豊橋市 2,277
29 船橋市 2,211

30 明石市 2,197

31 高崎市 2,173

32 前橋市 2,156

33 東大阪市 2,087

34 八王子市 2,068

35 一宮市 2,019

36 岡崎市 1,998

36 川口市 1,998

38 豊田市 1,980

39 高槻市 1,965

40 鹿児島市 1,837

41 西宮市 1,777

42 尼崎市 1,714

43 所沢市 1,639

44 吹田市 1,609

45 川越市 1,595

46 那覇市 1,489

47 豊中市 1,421

○ 類似都市平均＝各市の使用料÷団体数

※ 塩谷町は公共下水道なし

○ 市町平均＝各団体の代表地区の使用料÷団体数

３　下水道使用料比較表

県内市町 （人口３０万人以上の中核市等）

市町平均

類似都市平均
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　　本市の下水道事業受益者負担金分担金制度は，昭和４４年１２月に条例を定め，昭和４５年度か

  ら，第１期事業負担区（218.6ha）と第２期事業負担区（969.7ha）について，事業費に対する負担

　率５分の１を５年分割で賦課した。

　　また，昭和５５年２月に第３負担区，昭和６１年６月に第４負担区，平成元年２月に第５負担区，

　平成４年２月に第６負担区，平成５年１２月に第７負担区，さらに平成８年２月に第８負担区，同

　年８月に第９負担区，平成１３年８月に第１０負担区，平成１５年９月に第１１負担区，平成１９

　年３月に第１２負担区についてそれぞれ条例の一部改正を行い設定してきた。

　を負担金として賦課設定している。

　【根拠法令】負担金：都市計画法第７５条，分担金：地方自治法第２２４条

○ 受益者負担金の単位負担金等　　　　　　　　　        　　

公告年月日 整備面積 負担率 単位負担金額 対象事業費

S45.6.1  218.60ha 1/5   82円/㎡ （総）   898百万円

S45.6.1  969.72ha 1/5  167円/㎡ （総） 8,098百万円

S55.2.1 1,417.10ha 1/4  236円/㎡ （末）13,378百万円

S61.6.11 1,710.00ha 1/4  264円/㎡ （末）18,080百万円

H1.2.20   140.00ha 1/4  306円/㎡ （末） 1,714百万円

H4.2.18 2,145.00ha 1/4  275円/㎡ （末）23,680百万円

H5.12.22  120.00ha 1/4  313円/㎡ （末） 1,505百万円

H8.2.22 135.00ha 1/4  328円/㎡ （末） 1,774百万円

H8.8.14 251.00ha 1/4  297円/㎡ （末） 2,983百万円

H13.8.27 382.82ha 1/4 319円/㎡ （末） 4,900百万円

H15.9.30 246.00ha 1/4 308円/㎡ （末） 3,030百万円

155.00ha 1/4 （末） 1,159百万円

456.00ha 1/5 （末） 6,453百万円

※ 第１２負担区について，上段：上河内地域，下段：河内地域とする。

※（総）は総事業費，（末）は末端管きょ整備事業費。

第９負担区

第１０負担区

第１１負担区

第１２負担区 H19.3.31 300円/㎡

第３負担区

第４負担区

第５負担区

第６負担区

第７負担区

第８負担区

４　受益者負担金のあらまし

　経　過

　　これら負担区の算定は，末端管きょ整備事業費を基礎にして負担率４分の１（旧河内町は５分の

賦　課　区　域

第１期事業負担区

第２期事業負担区
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○ 負担区域

５　受益者負担金収入状況

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

件　数
(期) 1,784 1,668 880 680 972

金　額
(円) 15,333,350 12,111,230 6,892,730 4,497,160 8,741,100

件　数
(期) 1,456 1,868 1,252 1,068 292

金　額
(円) 14,322,226 17,272,410 17,437,160 13,110,080 6,644,430

件　数
(期) 1,782 1,665 880 679 972

金　額
(円) 15,326,050 12,102,530 6,892,730 4,489,560 8,741,100

件　数
(期) 1,443 1,850 1,245 1,068 292

金　額
(円) 14,203,056 17,130,360 17,406,750 13,110,080 6,644,430

件　数
(期) 2 3 0 1 0

金　額
(円) 7,300 8,700 0 7,600 0

件　数
(期) 13 18 7 0 0

金　額
(円) 119,170 142,050 30,410 0 0

負担金
99.95 99.93 100.00 99.83 100.00

分担金 99.17 99.18 99.83 100.00 100.00

収納率（％）

収入額

負担金

分担金

未収額

負担金

分担金

第１２負担区 単独公共（河内，上河内）・特環（河内，上河内）

　　　　　　　　　 年度
項目

調定額

負担金

分担金

第９負担区 単独公共（平出，野沢，鶴田，下栗）

第１０負担区 特環（清原，幕田，茂原）

第１１負担区 特環（大谷，砥上，平石，富屋，豊郷，屋板，国本）

第６負担区 単独公共（東峰，中戸祭，細谷，駒生，下鶴田，宝木町２丁目）・流域（雀宮）

第７負担区 特環（豊郷）

第８負担区 特環（大谷，豊郷，屋板）

第３負担区 単独公共（今泉，簗瀬，江曽島，中鶴田，野沢，宝木町１丁目）

第４負担区 単独公共（御幸ヶ原，越戸，平松，一の沢）・特環（大谷）・流域（雀宮）

第５負担区 特環（富屋）

負担区 区　　域　（主　な　地　域）

第１期事業負担区 単独公共（旭，塙田，馬場，大通り，天神，江野，大曽）

第２期事業負担区 単独公共（若草，戸祭，住吉，清住，花房，不動前，川向）
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６　下水道建設事業費に対する受益者負担金の割合

年　　度 　　事　業　費　(千円） 受益者負担金　(千円） 率（％）

昭和４５年度～平成１１年度 23,645,117 7,536,701 31.9

平成１２年度 7,349,138 411,859 5.6

平成１３年度 7,457,100 348,696 4.7

平成１４年度 6,383,254 315,462 4.9

平成１５年度 5,333,895 329,675 6.2

平成１６年度 5,550,177 221,131 4.0

平成１７年度 4,421,361 331,742 7.5

平成１８年度 4,262,109 187,519 4.4

平成１９年度 4,731,699 203,627 4.3

平成２０年度 3,771,420 211,414 5.6

平成２１年度 4,703,939 128,211 2.7

平成２２年度 4,326,875 119,337 2.8

平成２３年度 3,392,339 100,305 3.0

平成２４年度 1,776,097 69,186 3.9

平成２５年度 1,735,515 148,989 8.6

平成２６年度 1,336,903 52,033 3.9

平成２７年度 3,596,862 37,408 1.0

平成２８年度 1,983,022 28,265 1.4

平成２９年度 2,342,547 29,529 1.3

平成３０年度 2,661,747 29,232 1.1

令和元年度 2,560,774 24,299 0.9

令和2年度 3,129,677 17,599 0.6

令和3年度 2,325,438 15,385 0.7

計 108,777,005 10,897,604 10.0

※ 平成１９年度以降は河内・上河内地域分を含む。
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